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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部の機器と通信するための通信手段を有する生体情報測定装置であって、
　生体の生体情報を測定する測定手段と、
　該生体情報を記憶する記憶手段と、
　前記測定手段が測定した生体情報と該生体情報を評価するための生体評価情報とを比較
して前記生体の状態を判別する生体状態判別手段と、
　前記生体情報測定装置の状態を判別する装置状態判別手段と、
　前記生体状態判別手段の判別結果及び前記装置状態判別手段の判別結果に基づいて、前
記生体情報測定装置の電力消費を制御する電力消費制御手段とを有しており、
　前記装置状態判別手段は、前記記憶手段の記憶残量を検出する記憶残量検出手段を有し
ており、当該記憶残量検出手段の検出結果に基づいて前記生体情報測定装置の状態を判別
することを特徴とする生体情報測定装置。
【請求項２】
　前記電力消費制御手段は、
　前記通信手段の通信状態を調整する通信状態調整手段を有し、
　前記生体状態判別手段の判別結果及び前記装置状態判別手段の判別結果に基づいて、前
記通信状態調整手段に、前記通信手段の通信状態を調整させることで前記生体情報測定装
置の電力消費を制御することを特徴とする請求項１に記載の生体情報測定装置。
【請求項３】
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　前記電力消費制御手段は、
　前記測定手段の測定頻度を調整する測定頻度調整手段を有し、
　前記生体状態判別手段の判別結果及び前記装置状態判別手段の判別結果に基づいて、前
記測定頻度調整手段に、前記測定手段の測定頻度を調整させることで前記生体情報測定装
置の電力消費を制御することを特徴とする請求項１又は２に記載の生体情報測定装置。
【請求項４】
　前記通信状態調整手段は、
　前記通信手段が、前記外部の機器に、前記測定手段が測定した生体情報を送信するタイ
ミングを調整することによって、前記通信手段の通信状態を調整する送信タイミング調整
手段を有することを特徴とする請求項２に記載の生体情報測定装置。
【請求項５】
　前記通信状態調整手段は、
　前記通信手段が、前記外部の機器に、前記測定手段が測定した生体情報を送信する場合
の送信電力を調整することによって、前記通信手段の通信状態を調整する送信電力調整手
段を有することを特徴とする請求項２又は４に記載の生体情報測定装置。
【請求項６】
　前記送信電力調整手段は、
　前記生体状態判別手段の判別結果及び前記装置状態判別手段の判別結果に基づいて、
　前記通信手段の送信電力を第一の送信電力に調整して、前記外部の機器に対する通信要
求を送信し、
　前記通信要求に対する通信許可を検出した場合に、前記通信手段の送信電力を第二の送
信電力に調整することを特徴とする請求項５に記載の生体情報測定装置。
【請求項７】
　さらに、前記生体情報測定装置に電力を供給する電源を有し、
　前記装置状態判別手段は、
　前記電源の供給電力の残量を検出する電力残量検出手段を有し、
　前記電力残量検出手段の検出結果に基づいて前記生体情報測定装置の状態を判別するこ
とを特徴とする請求項１に記載の生体情報測定装置。
【請求項８】
　前記生体評価情報は、
　前記測定手段が測定した生体情報を評価するための評価用閾値であることを特徴とする
請求項１～７のいずれか１項に記載の生体情報測定装置。
【請求項９】
　前記生体評価情報は、
　さらに、前記評価用閾値とともに参照される情報である生体参照情報を含み、
　該生体参照情報は、
　前記生体の属性、普段の身体状態、又は健康管理に関する情報であることを特徴とする
請求項８に記載の生体情報測定装置。
【請求項１０】
　外部の機器と通信するための通信手段を有する生体情報測定装置であって、
　生体の生体情報を測定する測定手段と、
　前記測定手段が測定した生体情報と該生体情報を評価するための生体評価情報とを比較
して前記生体の状態を判別する生体状態判別手段と、
　前記生体情報測定装置の状態を判別する装置状態判別手段と、
　前記生体状態判別手段の判別結果及び前記装置状態判別手段の判別結果に基づいて、前
記生体情報測定装置の電力消費を制御する電力消費制御手段とを有しており、
　前記電力消費制御手段は、前記通信手段の通信状態を調整する通信状態調整手段を有し
ており、前記通信状態調整手段に、前記通信手段の通信状態を調整させることで前記生体
情報測定装置の電力消費を制御することを特徴とする生体情報測定装置。
【請求項１１】
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　前記通信状態調整手段は、
前記通信手段が、前記外部の機器に、前記測定手段が測定した生体情報を送信する場合の
送信電力を調整することによって、前記通信手段の通信状態を調整する送信電力調整手段
を有しており、
　前記送信電力調整手段は、
　前記生体状態判別手段の判別結果及び前記装置状態判別手段の判別結果に基づいて、
　前記通信手段の送信電力を第一の送信電力に調整して、前記外部の機器に対する通信要
求を送信し、
　前記通信要求に対する通信許可を検出した場合に、前記通信手段の送信電力を第二の送
信電力に調整することを特徴とする請求項１０に記載の生体情報測定装置。
【請求項１２】
　前記送信電力調整手段は、前記通信手段の送信電力を第二の送信電力に調整して、前記
通信手段に前記生体情報を送信させることを特徴とする請求項１１に記載の生体情報測定
装置。
【請求項１３】
　前記第一の送信電力は、前記第二の送信電力よりも強いことを特徴とする請求項１２に
記載の生体情報測定装置。
【請求項１４】
　前記通信状態調整手段は、
　前記通信手段が、前記外部の機器に、前記測定手段が測定した生体情報を送信するタイ
ミングを調整することによって、前記通信手段の通信状態を調整する送信タイミング調整
手段を有することを特徴とする請求項１０～１３のいずれか１項に記載の生体情報測定装
置。
【請求項１５】
　前記電力消費制御手段は、
　前記測定手段の測定頻度を調整する測定頻度調整手段を有し、
　前記生体状態判別手段の判別結果及び前記装置状態判別手段の判別結果に基づいて、前
記測定頻度調整手段に、前記測定手段の測定頻度を調整させることで前記生体情報測定装
置の電力消費を制御することを特徴とする請求項１０～１４のいずれか1項に記載の生体
情報測定装置。
【請求項１６】
　さらに、生体情報を記憶する記憶手段を有し
　前記装置状態判別手段は、
　前記記憶手段の記憶残量を検出する記憶残量検出手段を有し、
　前記記憶残量検出手段の検出結果に基づいて前記生体情報測定装置の状態を判別するこ
とを特徴とする請求項１０～１５のいずれか1項に記載の生体情報測定装置。
【請求項１７】
　さらに、前記生体情報測定装置に電力を供給する電源を有し、
　前記装置状態判別手段は、
　前記電源の供給電力の残量を検出する電力残量検出手段を有し、
　前記電力残量検出手段の検出結果に基づいて前記生体情報測定装置の状態を判別するこ
とを特徴とする請求項１０～１６のいずれか1項に記載の生体情報測定装置。
【請求項１８】
　前記生体評価情報は、
　前記測定手段が測定した生体情報を評価するための評価用閾値であることを特徴とする
請求項１０～１７のいずれか１項に記載の生体情報測定装置。
【請求項１９】
　前記生体評価情報は、
　さらに、前記評価用閾値とともに参照される情報である生体参照情報を含み、
　該生体参照情報は、
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　前記生体の属性、普段の身体状態、又は健康管理に関する情報であることを特徴とする
請求項１８に記載の生体情報測定装置。
【請求項２０】
　前記生体状態判別手段の判別結果には、前記生体状態が異常状態ではないが異常状態に
近い状態、若しくは遠い状態にあることを示す判別レベル情報が含まれていると共に、
　前記通信状態調整手段は、前記判別レベル情報に基づいて、前記送信タイミング調整手
段により、前記生体情報の送信タイミングを調整することを特徴とする請求項４又は１４
に記載の生体情報測定装置。
【請求項２１】
　前記送信タイミング調整手段は、
　前記生体状態判別手段の判別結果が、前記生体状態が正常であるとの判別結果であった
場合に前記測定手段が測定した生体情報を前記記憶手段に蓄積し、その後、特定のタイミ
ングに達した場合に、前記通信手段が、前記記憶手段に蓄積した前記生体情報を纏めて送
信するように制御を行うことを特徴とする請求項４及び１６に記載の生体情報測定装置。
【請求項２２】
　前記通信状態調整手段は、
　前記通信手段が生体情報の送信に失敗した場合であって、前記生体状態判別手段および
前記装置状態判別手段の判別結果が、特に緊急性を要求しない場合には、送信に失敗した
生体情報を前記記憶手段に蓄積したまま保持しておき、
　前記送信タイミング調整手段による次回の送信タイミングで、送信に失敗した生体情報
と次回分の生体情報を合わせて送信するように制御を行うことを特徴とする請求項４、１
６又は２１に記載の生体情報測定装置。
【請求項２３】
　請求項１～２２のいずれか１項に記載の生体情報測定装置における各手段としてコンピ
ュータを動作させるための生体情報測定プログラム。
【請求項２４】
　請求項２３に記載の生体情報測定プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記
録媒体。
【請求項２５】
　生体情報測定装置の測定手段が、生体の生体情報を測定する測定ステップと、
　前記生体情報測定装置の記憶手段が、該生体情報を記憶する記憶ステップと、
　前記生体情報測定装置の生体状態判別手段が、前記測定手段が測定した生体情報と該生
体情報を評価するための生体評価情報とを比較して前記生体の状態を判別する生体状態判
別ステップと、
　前記生体情報測定装置の装置状態判別手段が、前記生体情報測定装置の状態を判別する
装置状態判別ステップと、
　前記生体情報測定装置の電力消費制御手段が、前記生体状態判別手段の判別結果及び前
記装置状態判別手段の判別結果に基づいて、前記生体情報測定装置の電力消費を制御する
電力消費制御ステップとを有しており、
　前記生体情報測定装置の装置状態判別手段は、前記記憶手段の記憶残量を検出する記憶
残量検出手段を有しており、
　前記装置状態判別ステップで、前記生体情報測定装置の装置状態判別手段が、前記記憶
残量検出手段の検出結果に基づいて前記生体情報測定装置の状態を判別することを特徴と
する生体情報測定装置の電力消費制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生体情報を測定して無線又は有線通信で送信する生体情報測定装置、その電
力消費制御方法、その動作プログラム、及び該プログラムを記録したコンピュータ読み取
り可能な記録媒体に関するものである。
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【背景技術】
【０００２】
　従来から、生体に装着し、生体の日常活動下における生体情報を連続的に測定して、測
定データを無線又は有線で送信することにより、生体の健康状態を管理するための生体情
報測定装置が使用されている。
【０００３】
　このように、生体の日常活動下における生体情報を連続的に測定して、生体の健康状態
を常時管理するためには、生体の日常活動を極力妨げず、かつ、連続的に測定できる生体
情報測定装置が必要である。
【０００４】
　また、このような生体情報測定装置を実現するためには、生体の活動範囲を制限しない
ようにするために電池駆動であること、及び装置の小型・軽量化が必要である。そのため
には、装置の電力消費を極力低減することが望ましい。
【０００５】
　さらに、生体の健康状態の変化をできるだけ早期に検出するために、可能な限り短周期
または高頻度で測定して、無線送信できることが好ましい。しかし、有線送信であっても
、装置の小型・軽量化及び装置の電力消費の低減が望まれることには変わりない。
【０００６】
　例えば、無線通信の例であるが、アドバンスドメディカル社製のテレメトリー指輪型パ
ルスオキシメータＡＤ７０１０／ＡＤ７０１１は、指に装着して血液中の酸素飽和度及び
脈拍数を測定して、一定時間毎に自動的に測定データを微弱テレメータ方式の無線で送信
するものである。
【０００７】
　ところで、無線通信は一般的に多くの電力を消費する。例えば、無線通信方式にもよる
が、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）では一般に約１２０ｍＷ程度、Ｚｉｇｂｅｅ（登録
商標）や特定小電力無線でも一般に約５０ｍＷ程度の電力を要する。
【０００８】
　したがって、測定データを頻繁に無線で送信するためには、できるだけ容量が大きい電
池が必要となり、装置の小型・軽量化と相反する要因となる。一方、装置の小型・軽量化
を優先して、容量の小さな電池を採用した場合には、電池寿命が短くなるので、電池交換
や充電を頻繁に行なう必要が生じてしまう。
【０００９】
　また、消費電力を抑えるために、無線通信の頻度を下げることも考えられるが、この場
合は、生体の健康状態の変化を早期に検出することが困難となるため、生体の健康状態に
異常が生じた際に、速やかな対応ができずに、生体の健康状態や生命に重大な問題を生じ
てしまう可能性がある。
【００１０】
　例えば、アドバンスドメディカル社製のテレメトリー指輪型パルスオキシメータＡＤ７
０１０／ＡＤ７０１１は、ＡＤ７０１０が６時間毎、ＡＤ７０１１が１０分毎もしくは１
分毎に測定データの送信を行なっている。
【００１１】
　ＡＤ７０１０は電池寿命最大約１ヶ月間を確保しているが、送信周期が６時間毎では、
受信側のシステムは生体の異常を早期に検出することは極めて困難である。また、ＡＤ７
０１１は１０分毎もしくは１分毎の送信周期であるため、受信側のシステムは生体の異常
を早期に検出することが可能であるが、電池寿命が最大約１週間しかないため頻繁な電池
交換が必要であり、実用性において問題がある。さらに、頻繁な電池交換は費用負担の問
題を生じる。
【００１２】
　このような問題を解決するための従来技術の一例として、例えば、特許文献１に開示さ
れた生体内植え込み無線中継システム１００がある。図８はこのような、従来の生体内植



(6) JP 4153003 B2 2008.9.17

10

20

30

40

50

え込み無線中継システム１００の構成を示す概念図である。生体内植え込み無線中継シス
テム１００は、図８に示すように、生体内に植え込まれた無線装置１０１と、無線中継装
置１０２と、外部の通信システム１０３とを有する構成である。ここで、無線装置１０１
は図示しない生体内機器に接続されている。また、無線中継装置１０２は無線装置１０１
と通信システム１０３との間の無線通信を中継するものであり、使用者によって携行され
る。
【００１３】
　つぎに、生体内植え込み無線中継システム１００の動作について説明する。生体内植え
込み無線中継システム１００は、無線中継装置１０２が、無線装置１０１と接続された図
示しない生体内機器のデータ発生を検出すると、無線装置１０１の送信電力を適切に制御
することで、無線装置１０１の電池消耗を低減するようにしている。
【００１４】
　一方、このような従来技術の他の一例として、例えば、特許文献２に開示された健康管
理システム２００がある。図９はこのような、従来の健康管理システム２００の構成を示
す概念図である。図９に示すように、健康管理システム２００は、携帯電話本体２０１に
、センサ部２０２が接続された構成である。また、携帯電話本体２０１は、監視制御機能
部２０３を内蔵しており、監視制御機能部２０３には、外部インタフェース部２０４及び
携帯電話部２０５が接続されている。
【００１５】
　また、外部インタフェース部２０４は図示しないパーソナルコンピュータ等の外部機器
と接続されており、パーソナルコンピュータ等には、被験者の健康に関する人体情報を異
常と判定する際の各データの閾値、定刻連絡時間、及び病院等の連絡先電話番号等の必要
な情報が、あらかじめ記憶されている。
【００１６】
　この健康管理システム２００では、センサ部２０２が被験者の健康に関する人体情報を
計測し、監視制御機能部２０３が、外部インタフェース部２０４に接続された図示しない
パーソナルコンピュータ等にあらかじめ記憶されている上記情報を参照して、センサ部２
０２から得た計測データが異常かつ報告に緊急性を要すると判定した時に、携帯電話部２
０５を操作して予め設定された送信先へ緊急報告するようになっている。これにより、使
用者の日常生活における健康状態の急変を速やかに第三者が認識できるようにしている。
【特許文献１】特開２００４－　４８３６１号公報（平成１６年０２月１２日）
【特許文献２】特開２００２－２８８３４７号公報（平成１４年１０月０４日）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　しかしながら、図８の生体内植え込み無線中継システム１００では、生体の状態（異常
性や緊急性）に応じて、送信電力や送信タイミングを制御するなどの消費電力を低減する
ための配慮がなされていないという問題点がある。さらに、生体内植え込み無線中継シス
テム１００では、使用者が無線中継装置１０２を常に携行していることが前提であり、使
用者の日常活動に負担を強いることになるうえに、システム全体も複雑になるという問題
点がある。
【００１８】
　一方、図９の健康管理システム２００では、携帯電話本体２０１に接続されたセンサ部
２０２で常時測定を行なうための消費電力を低減する工夫は記載されていない。そもそも
、携帯電話本体２０１は一般的に消費電力が大きく数日で電池切れとなることから、生体
情報を常時測定するのには適さないという根本的な問題点がある。
【００１９】
　本発明は、生体の状態の判別結果に基づき、装置の電力消費を制御することができる生
体情報測定装置及びその電力消費制御方法などを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
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【００２０】
　本発明の生体情報測定装置は、前記課題を解決するために、外部の機器と通信するため
の通信手段を有する生体情報測定装置であって、生体の生体情報を測定する測定手段と、
該生体情報を記憶する記憶手段と、前記測定手段が測定した生体情報と該生体情報を評価
するための生体評価情報とを比較して前記生体の状態を判別する生体状態判別手段と、前
記生体情報測定装置の状態を判別する装置状態判別手段と、前記生体状態判別手段の判別
結果及び前記装置状態判別手段の判別結果に基づいて、前記生体情報測定装置の電力消費
を制御する電力消費制御手段とを有しており、前記装置状態判別手段は、前記記憶手段の
記憶残量を検出する記憶残量検出手段を有しており、当該記憶残量検出手段の検出結果に
基づいて前記生体情報測定装置の状態を判別することを特徴としている。また、本発明の
生体情報測定装置は、前記課題を解決するために、外部の機器と通信するための通信手段
を有する生体情報測定装置であって、生体の生体情報を測定する測定手段と、前記測定手
段が測定した生体情報と該生体情報を評価するための生体評価情報とを比較して前記生体
の状態を判別する生体状態判別手段と、前記生体情報測定装置の状態を判別する装置状態
判別手段と、前記生体状態判別手段の判別結果及び前記装置状態判別手段の判別結果に基
づいて、前記生体情報測定装置の電力消費を制御する電力消費制御手段とを有しており、
前記電力消費制御手段は、前記通信手段の通信状態を調整する通信状態調整手段を有して
おり、前記通信状態調整手段に、前記通信手段の通信状態を調整させることで前記生体情
報測定装置の電力消費を制御することを特徴としている。
【００２１】
　前記構成によれば、測定手段は、生体情報を測定し、通信手段は、該情報を通信で外部
の機器に送信する。ここで「通信」とは無線通信及び有線通信の双方を含むものである。
また、生体状態判別手段は、測定手段が測定した生体情報と該生体情報を評価するための
生体評価情報とを比較して前記生体の状態を判別する。さらに、電力消費制御手段は、生
体状態判別手段の判別結果に基づき生体情報測定装置の電力消費を制御する。
【００２２】
　それゆえ、本発明の生体情報測定装置は、生体状態判別手段の判別結果に基づき、電力
消費制御手段に、生体情報測定装置の電力消費を制御させることができる。
【００２３】
　ここで、「生体評価情報」とは、下記の生体の状態を評価するための閾値である「評価
用閾値」や、「評価用閾値」及びより正確な判別を行なうために参照される「生体参照情
報」の組み合わせなど、生体の状態を評価できる情報であれば何でも良い。
【００２４】
　また、「生体の状態を判別」とは、測定手段が測定した生体情報が、生体の正常な状態
を示している値であるか否か（生体に異常が無いか）を判別することであり、例えば、生
体の循環器系の状態を示す脈拍数や血圧・血中酸素飽和濃度などの生体情報の、異常また
は異常の兆候の有無を判別することである。
【００２５】
　また、本発明の生体情報測定装置は、前記構成にくわえて、前記電力消費制御手段は、
前記通信手段の通信状態を調整する通信状態調整手段を有し、前記生体状態判別手段の判
別結果及び前記装置状態判別手段の判別結果に基づいて、前記通信状態調整手段に、前記
通信手段の通信状態を調整させることで前記生体情報測定装置の電力消費を制御すること
が好ましい。
【００２６】
　前記構成によれば、通信状態調整手段が、生体状態判別手段の判別結果及び、生体情報
測定装置と外部の機器との通信状態に基づき、送信電力及び送信処理の方法などを決定し
て、通信手段に無線又は有線通信を指示する。くわえて電力消費制御手段は、通信状態調
整手段に、通信手段の通信状態を調整させることで生体情報測定装置の電力消費を制御す
る。なお、前記送信電力調整手段は、前記通信手段の送信電力を第二の送信電力に調整し
て、前記通信手段に前記生体情報を送信させることが好ましい。また、この場合、前記第
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一の送信電力は、前記第二の送信電力よりも強いことが好ましい。
【００２７】
　それゆえ、無線又は有線通信及びその通信処理に伴う電力消費をできるだけ低減するこ
とにより、装置の小型・軽量化及び電池寿命の改善を図るとともに、生体の異常を検出し
た場合など、緊急性を要する際には、速やかに、かつ、無線又は有線通信の信頼性をでき
るだけ高めて測定データの送信を行なうことができる生体情報測定装置を提供することが
できる。
【００２８】
　また、本発明の生体情報測定装置は、前記構成にくわえて、前記電力消費制御手段は、
前記測定手段の測定頻度を調整する測定頻度調整手段を有し、前記生体状態判別手段の判
別結果及び前記装置状態判別手段の判別結果に基づいて、前記測定頻度調整手段に、前記
測定手段の測定頻度を調整させることで前記生体情報測定装置の電力消費を制御すること
が好ましい。
【００２９】
　前記構成によれば、電力消費制御手段は、測定頻度調整手段に測定手段の測定頻度を調
整させることで、生体情報測定装置の電力消費を制御する。
【００３０】
　それゆえ、生体情報の測定に伴う電力消費をできるだけ低減することにより、装置の小
型・軽量化及び電池寿命の改善を図るとともに、生体の異常を検出した場合など、緊急性
を要する場合には、測定の頻度を調整することができる生体情報測定装置を提供すること
ができる。
【００３１】
　また、本発明の生体情報測定装置は、前記構成にくわえて、さらに、前記生体情報測定
装置の状態を判別する装置状態判別手段を有し、前記電力消費制御手段は、さらに、前記
装置状態判別手段の判別結果に基づいて、前記生体情報測定装置の電力消費を制御するこ
とが好ましい。
【００３２】
　前記構成によれば、生体情報測定装置は、装置の状態を判別する装置状態判別手段を、
さらに有し、電力消費制御手段は、さらに、前記装置状態判別手段の判別結果に基づいて
、前記生体情報測定装置の電力消費を制御することで生体情報測定装置の電力消費を制御
する。
【００３３】
　それゆえ、生体情報の測定や無線又は有線通信及びその通信処理に伴う電力消費をでき
るだけ低減することにより、装置の小型・軽量化及び電池寿命の改善を図るとともに、生
体や装置の異常を検出した場合など、緊急性を要する際には、測定の頻度を調整し、速や
かに、かつ、無線又は有線通信の信頼性をできるだけ高めて測定データの送信を行なうこ
とのできる生体情報測定装置を提供することができる。
【００３４】
　また、本発明の生体情報測定装置は、前記構成にくわえて、前記通信状態調整手段は、
前記通信手段が、前記外部の機器に、前記測定手段が測定した生体情報を送信するタイミ
ングを調整することによって、前記通信手段の通信状態を調整する送信タイミング調整手
段を有することが好ましい。なお、前記生体状態判別手段の判別結果には、前記生体状態
が異常状態ではないが異常状態に近い状態、若しくは遠い状態にあることを示す判別レベ
ル情報が含まれていると共に、前記通信状態調整手段は、前記判別レベル情報に基づいて
、前記送信タイミング調整手段により、前記生体情報の送信タイミングを調整することが
好ましい。また、前記送信タイミング調整手段は、前記生体状態判別手段の判別結果が、
前記生体状態が正常であるとの判別結果であった場合に前記測定手段が測定した生体情報
を前記記憶手段に蓄積し、その後、特定のタイミングに達した場合に、前記通信手段が、
前記記憶手段に蓄積した前記生体情報を纏めて送信するように制御を行うことが好ましい
。さらに、前記通信状態調整手段は、前記通信手段が生体情報の送信に失敗した場合であ
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って、前記生体状態判別手段および前記装置状態判別手段の判別結果が、特に緊急性を要
求しない場合には、送信に失敗した生体情報を前記記憶手段に蓄積したまま保持しておき
、前記送信タイミング調整手段による次回の送信タイミングで、送信に失敗した生体情報
と次回分の生体情報を合わせて送信するように制御を行うことが好ましい。
【００３５】
　前記構成によれば、送信タイミング調整手段は、通信手段が、外部の機器に、測定手段
が測定した生体情報を送信するタイミングを調整する。
【００３６】
　ここで、「生体情報を送信するタイミングを調整する」とは、一定の周期や一定の時刻
など、時間情報の条件に基づいてタイミングを調整する場合の他、時間情報以外の条件に
よって、タイミングを調整する場合、及び以上の複数の条件を組み合わせて、タイミング
を調整する場合などが考えられる。
【００３７】
　例えば、特定のデータ送信タイミングに達するまで、測定データを蓄積しておき、前記
特定のデータ送信タイミングに達した場合に、蓄積した測定データをまとめて送信するよ
うに、適切にタイミングを調整することも考えられる。
【００３８】
　また、測定データの送信について再送処理を行なう場合であって、前記生体状態判別手
段や前記装置状態判別手段の判別結果が特に緊急性が要求されない場合には、今回の送信
タイミングでは直ぐに再送せずに、次回の送信タイミングで今回及び次回分の測定データ
を合わせて送信するということも考えられる。
【００３９】
　また、本発明の生体情報測定装置は、前記構成にくわえて、前記通信状態調整手段は、
前記通信手段が、前記外部の機器に、前記測定手段が測定した生体情報を送信する場合の
送信電力を調整することによって、前記通信手段の通信状態を調整する送信電力調整手段
を有することが好ましい。
【００４０】
　前記構成によれば、送信電力調整手段は、通信手段がデータ送信する場合の送信電力の
強弱などを、任意に調整する。
【００４１】
　それゆえ、送信電力調整手段の機能により、電力消費制御手段は、生体情報測定装置の
電力消費を制御できる。
【００４２】
　また、本発明の生体情報測定装置は、前記構成にくわえて、前記送信電力調整手段は、
前記生体状態判別手段の判別結果及び前記装置状態判別手段の判別結果に基づいて、前記
通信手段の送信電力を第一の送信電力に調整して、前記外部の機器に対する通信要求を送
信し、前記通信要求に対する通信許可を検出した場合に、前記通信手段の送信電力を第二
の送信電力に調整することが好ましい。また、本発明の生体情報測定装置は、前記構成に
くわえて、前記通信状態調整手段は、前記通信手段が、前記外部の機器に、前記測定手段
が測定した生体情報を送信する場合の送信電力を調整することによって、前記通信手段の
通信状態を調整する送信電力調整手段を有しており、前記送信電力調整手段は、前記生体
状態判別手段の判別結果及び前記装置状態判別手段の判別結果に基づいて、前記通信手段
の送信電力を第一の送信電力に調整して、前記外部の機器に対する通信要求を送信し、前
記通信要求に対する通信許可を検出した場合に、前記通信手段の送信電力を第二の送信電
力に調整しても良い。
【００４３】
　前記構成によれば、通信手段の送信電力を適宜第一の送信電力及び第二の送信電力に設
定することができる。
【００４４】
　それゆえ、第一の送信電力及び第二の送信電力を適宜調整することにより、通信手段の
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電力消費を制御することができる。
【００４５】
　ここで、「第一の送信電力」及び「第二の送信電力」について説明する。まず、便宜上
「通常の電力」を定義する。「通常の電力」とは、生体情報測定装置と外部の機器との、
通常の使用状態において想定される物理的距離（最大限と想定できる距離、及び最小限と
想定できる距離）において、通信可能な最大限の送信電力と最小限の送信電力との間の送
信電力である。以下同様の説明は省略する。
【００４６】
　このとき、「第一の送信電力」が「通常の電力」の最大またはそれに近い送信電力の場
合には、「第二の送信電力」が「通常の電力」の最小またはそれに近い送信電力に設定さ
れる。また、逆に「第二の送信電力」が「通常の電力」の最大またはそれに近い送信電力
の場合には、「第一の送信電力」が「通常の電力」の最小またはそれに近い送信電力に設
定される。このように、「通常の電力」の最大またはそれに近い送信電力と最小またはそ
れに近い送信電力とを組み合わせて設定することにより、最終的に生体情報測定装置の時
間平均電力消費を低減させるように送信電力調整手段を構成することができる。
【００４７】
　なお、ここで「最大に近い」送信電力とは、最大の送信電力と最小の送信電力との平均
値よりも最大の送信電力に近い送信電力のことである。
また、「最小に近い」送信電力とは、最大の送信電力と最小の送信電力との平均値よりも
最小の送信電力に近い送信電力のことである。
【００４８】
　ここで、「通信要求」及び「通信許可」と「第一の送信電力」及び「第二の送信電力」
との関係について説明する。但し、ここでは、緊急性を要するが電力残量が少ない場合（
生体及び装置の異常を判別した場合）について考えるがこのような場合にかぎられない。
この場合、外部の機器に対して、測定データを送信したいことを通知するための「通信要
求」を、通信状態調整手段が通信手段を介して外部の機器に送信する。
【００４９】
　このとき、通信状態調整手段は、送信電力調整手段の決定にしたがい、送信電力を「通
常の電力」の最大またはそれに近い送信電力（第一の送信電力で）送信するよう通信手段
に指示する。また、「通信要求」の送信に失敗した場合（例えば、外部の機器からの受信
完了の応答を受信出来ない等）の処理についても、通信状態調整手段は、送信電力を強め
たままの状態（第一の送信電力で）で、通信手段を介して外部の機器に「通信要求」を再
度送信する。
【００５０】
　つぎに、外部の機器が「通信要求」を受信したときの受信感度を検出するように構成す
る。これにより、生体情報測定装置が送信電力を「通常の電力」よりも弱めて（第二の送
信電力で）送信しても受信できることを自動的に認識した場合には、外部の機器が「通信
許可」を自動的に送信するように構成する。これにより、通信状態調整手段は、通信手段
を介して外部の機器から「通信許可」を受信することにより、送信可能な状態となったこ
とを検出することができる。
【００５１】
　また、ここでは、「通信許可」を外部の機器から受信する例を示したが、このような場
合に限られず、使用者が生体状態測定装置に通信の開始を指示することにより通信許可を
検出する場合なども含まれる。
【００５２】
　また、本発明の生体情報測定装置は、前記構成にくわえて、さらに、生体情報を記憶す
る記憶手段を有し前記装置状態判別手段は、前記記憶手段の記憶残量を検出する記憶残量
検出手段を有し、該記憶残量検出手段の検出結果に基づいて前記生体情報測定装置の状態
を判別することが好ましい。
【００５３】
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　前記構成によれば、前記装置状態判別手段は、記憶手段の記憶残量を検出することがで
きる。
【００５４】
　それゆえ、前記装置状態判別手段は、記憶手段の記憶残量に基づいて、前記生体情報測
定装置の状態を判別することができる。
【００５５】
　このため、例えば、装置状態判別手段が、記憶残量検出手段の検出結果により、記憶手
段の記憶残量が残り少ないと判別した場合に、前記送信タイミング調整手段が、前記通信
手段のデータ送信タイミングを早くしたり、前記測定頻度調整手段が、前記測定手段の測
定頻度を遅くしたりすることができる。すなわち、生体情報測定装置の記憶手段の記憶残
量が不足してしまうという状況を回避させることができる。
【００５６】
　また、本発明の生体情報測定装置は、前記構成にくわえて、さらに、前記生体情報測定
装置に電力を供給する電源を有し、前記装置状態判別手段は、前記電源の供給電力の残量
を検出する電力残量検出手段を有し、電力残量検出手段の検出結果に基づいて前記生体情
報測定装置の状態を判別することが好ましい。
【００５７】
　前記構成によれば、前記装置状態判別手段は、電源の供給電力の残量を検出することが
できる。
【００５８】
　それゆえ、前記装置状態判別手段は、電源の供給電力の残量に基づいて、前記生体情報
測定装置の状態を判別することができる。
【００５９】
　このため、例えば、装置状態判別手段が、電力残量検出手段の検出結果により、前記電
源の供給電力の残量が残り少ないと判別した場合に、前記送信タイミング調整手段が、前
記通信手段のデータ送信タイミングを遅くしたり、前記送信電力調整手段が、「通常の電
力」よりも前記通信手段の送信電力を弱くしたり、前記測定頻度調整手段が、前記測定手
段の測定頻度を遅くしたりすることができる。すなわち、生体情報測定装置の電源の供給
電力の残量が不足してしまうという状況を回避させることができる。
【００６０】
　また、本発明の生体情報測定装置は、前記構成にくわえて、前記生体評価情報は、前記
測定手段が測定した生体情報を評価するための評価用閾値であることが好ましい。
【００６１】
　前記構成によれば、生体状態判別手段は、測定手段が測定した生体情報と生体の異常に
係る閾値（評価用閾値）とを比較して、生体の状態を判別することができる。
【００６２】
　ここで、「評価用閾値」について説明する。「評価用閾値」とは生体の正常状態と異常
状態とを判別する場合の境界上における生体情報の値である。例えば、脈拍数の評価用閾
値の例としては、年齢及び性別ごとの、脈拍数の正常下限値と中央値及び正常上限値が利
用できる。さらに、脈拍数以外の評価用閾値の参考例としては、血圧値、動脈血酸素飽和
度、体温、心電計の計測値等、生体の状態を判別する様々な評価用閾値を利用することが
できる。
【００６３】
　したがって、生体情報測定装置の生体状態判別手段は、評価用閾値と測定された生体情
報との比較という簡易な方法で、生体の状態が緊急を要するか否かを判別することができ
る。それゆえ、生体情報測定装置は、速やかに、ユーザに、その緊急状態を知らせること
が可能となる。
【００６４】
　また、本発明の生体情報測定装置は、前記構成にくわえて、前記生体評価情報は、さら
に、前記評価用閾値とともに参照される情報である生体参照情報を含み、該生体参照情報
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は、前記生体の属性、普段の身体状態、又は健康管理に関する情報であることが好ましい
。
【００６５】
　前記構成によれば、生体状態判別手段は、測定手段が測定した生体情報と、前記評価用
閾値及びより正確な判別を行なうための生体参照情報の組み合わせとを比較して、生体の
状態を判別することができる。
【００６６】
　それゆえ、生体状態判別手段は、より正確に生体の状態を判別できるので、生体の状態
が緊急を要する状態であると誤って判別することによる、生体情報測定装置の無駄な電力
消費を抑えることができる。くわえて、生体への必要以上に過敏な通知を低減することが
できる。
【００６７】
　ここで、「生体参照情報」について説明する。「生体参照情報」とは、生体の属性、普
段の身体状態、又は健康管理に関する情報であって、前記評価用閾値とともに参照される
情報である。この「生体参照情報」の例としては、下記で説明するように、生体の「基本
情報」、「身体情報」、及び「病歴・健康情報」など、生体の身体や健康に関連する様々
な情報が挙げられる。
【００６８】
　例えば、生体の「基本情報」の例としては、名前、性別、年齢、及び生年月日など、生
体の健康状態とは直接関係しないが、生体固有の属性を示す情報が考えられる。また、生
体の「身体情報」の例としては、生体の身長や体重、脈拍数（平均範囲）、最高血圧（平
均値）、最低血圧（平均値）、酸素飽和度（平均値）、覚醒時体温（平均値）、及び睡眠
時体温（平均値）など、生体の身体から測定した情報に基づいた、生体の近況の身体状態
を示す情報が考えられる。
【００６９】
　さらに、生体の「病歴・健康情報」の例としては、現在及び過去の疾病・症状などの生
体の病歴や、生体の健康状態に関する補足情報（例えば、生体のかかりつけの医療機関等
からの知見）など、生体の健康管理に関連する情報が考えられる。
【００７０】
　これらの例以外にも、使用者（生体）自身や、使用者以外（例えば、身体的に関連性の
高い、両親や祖父母・子・親類、使用者と類似の身体的特徴や体質を有する生体など）の
、身体や健康に関連する様々な生体参照情報を備えることにより、生体状態判別手段によ
る判別を木目細かく行なうことが可能である。
【００７１】
　本発明の生体情報測定装置の電力消費制御方法は、前記課題を解決するために、生体情
報測定装置の測定手段が、生体の生体情報を測定する測定ステップと、前記生体情報測定
装置の記憶手段が、該生体情報を記憶する記憶ステップと、前記生体情報測定装置の生体
状態判別手段が、前記測定手段が測定した生体情報と該生体情報を評価するための生体評
価情報とを比較して前記生体の状態を判別する生体状態判別ステップと、前記生体情報測
定装置の装置状態判別手段が、前記生体情報測定装置の状態を判別する装置状態判別ステ
ップと、前記生体情報測定装置の電力消費制御手段が、前記生体状態判別手段の判別結果
及び前記装置状態判別手段の判別結果に基づいて、前記生体情報測定装置の電力消費を制
御する電力消費制御ステップとを有しており、前記生体情報測定装置の装置状態判別手段
は、前記記憶手段の記憶残量を検出する記憶残量検出手段を有しており、前記装置状態判
別ステップで、前記生体情報測定装置の装置状態判別手段が、前記記憶残量検出手段の検
出結果に基づいて前記生体情報測定装置の状態を判別することを特徴としている。
【００７２】
　前記構成によれば、本発明の生体情報測定装置の電力消費制御方法では、生体状態判別
ステップの判別結果に基づき、電力消費制御ステップで、生体情報測定装置の電力消費を
制御することができる。
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【００７３】
　なお、前記生体情報測定装置は、コンピュータによって実現してもよく、この場合には
、コンピュータを前記各手段として動作させることにより前記生体情報測定装置をコンピ
ュータにて実現させる生体情報測定装置の制御プログラム、及びそれを記録したコンピュ
ータ読み取り可能な記録媒体も、本発明の範疇に入る。
【発明の効果】
【００７４】
　本発明の生体情報測定装置は、以上のように、外部の機器と通信するための通信手段を
有する生体情報測定装置であって、生体の生体情報を測定する測定手段と、該生体情報を
記憶する記憶手段と、前記測定手段が測定した生体情報と該生体情報を評価するための生
体評価情報とを比較して前記生体の状態を判別する生体状態判別手段と、前記生体情報測
定装置の状態を判別する装置状態判別手段と、前記生体状態判別手段の判別結果及び前記
装置状態判別手段の判別結果に基づいて、前記生体情報測定装置の電力消費を制御する電
力消費制御手段とを有しており、前記装置状態判別手段は、前記記憶手段の記憶残量を検
出する記憶残量検出手段を有しており、当該記憶残量検出手段の検出結果に基づいて前記
生体情報測定装置の状態を判別するものである。また、本発明の生体情報測定装置は、以
上のように、外部の機器と通信するための通信手段を有する生体情報測定装置であって、
生体の生体情報を測定する測定手段と、前記測定手段が測定した生体情報と該生体情報を
評価するための生体評価情報とを比較して前記生体の状態を判別する生体状態判別手段と
、前記生体情報測定装置の状態を判別する装置状態判別手段と、前記生体状態判別手段の
判別結果及び前記装置状態判別手段の判別結果に基づいて、前記生体情報測定装置の電力
消費を制御する電力消費制御手段とを有しており、前記電力消費制御手段は、前記通信手
段の通信状態を調整する通信状態調整手段を有しており、前記通信状態調整手段に、前記
通信手段の通信状態を調整させることで前記生体情報測定装置の電力消費を制御するもの
である。
【００７５】
　それゆえ、生体の状態の判別結果に基づき、装置の電力消費を制御することができる生
体情報測定装置を提供することができるという効果を奏する。
【００７６】
　また、本発明の生体情報測定装置の電力消費制御方法は、以上のように、生体情報測定
装置の測定手段が、生体の生体情報を測定する測定ステップと、前記生体情報測定装置の
記憶手段が、該生体情報を記憶する記憶ステップと、前記生体情報測定装置の生体状態判
別手段が、前記測定手段が測定した生体情報と該生体情報を評価するための生体評価情報
とを比較して前記生体の状態を判別する生体状態判別ステップと、前記生体情報測定装置
の装置状態判別手段が、前記生体情報測定装置の状態を判別する装置状態判別ステップと
、前記生体情報測定装置の電力消費制御手段が、前記生体状態判別手段の判別結果及び前
記装置状態判別手段の判別結果に基づいて、前記生体情報測定装置の電力消費を制御する
電力消費制御ステップとを有しており、前記生体情報測定装置の装置状態判別手段は、前
記記憶手段の記憶残量を検出する記憶残量検出手段を有しており、前記装置状態判別ステ
ップで、前記生体情報測定装置の装置状態判別手段が、前記記憶残量検出手段の検出結果
に基づいて前記生体情報測定装置の状態を判別する方法である。
【００７７】
　それゆえ、生体状態判別ステップの判別結果に基づき、電力消費制御ステップで、生体
情報測定装置の電力消費を制御する方法を提供できるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００７８】
　本発明の実施の一形態について図１～図７に基づいて説明すれば、以下のとおりである
。ここでは、本発明の一実施形態である生体情報測定装置の一例として、人体の指の根元
付近に装着して、主に指動脈の脈動から脈拍数（生体情報）を測定する指輪型の脈拍計１
（生体情報測定装置）を挙げて説明する。しかし、本発明の適用範囲は、必ずしも、この
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ような脈拍計に限定されるものではなく、例えば、血圧計、酸素飽和度計など、様々な生
体情報を測定するための生体情報測定装置に適用することができる。
【００７９】
　（脈拍計１の構成）
　図１は、本発明の一実施形態である生体情報測定装置の一例である脈拍計１の構成を示
す機能ブロック図である。図１に示すように、脈拍計１は、生体情報測定部２（測定手段
）、電力消費制御部３（電力消費制御手段）、格納部４、通信部５（通信手段）及び電池
６（電源）を有する構成である。
【００８０】
　生体情報測定部２は、測定対象部位である指から各種生体情報を測定する測定手段とし
て機能するものであり、光電脈波を測定するための発光素子２１及び受光素子２２を備え
る。発光素子２１は、例えば、発光ダイオード（ＬＥＤ）などによって、また、受光素子
２２は、フォトダイオード（ＰＤ）などによって実現することができるが、これらに限ら
れず、同様の機能を発揮できるものであれば何でも良い。
【００８１】
　また、生体情報測定部２は、発光素子２１からの検出光を生体内に向けて照射させ、こ
の照射した光が生体内を透過又は反射したものを受光素子２２によって受光するようにな
っている。さらに、生体情報測定部２は、受光素子２２より受光した光量（すなわちフォ
トダイオードを流れる電流量）を、アナログ電圧量に変換する。
【００８２】
　変換されたアナログ電圧量は、さらに脈拍計１が内臓する図示しないアナログ・デジタ
ルコンバータでデジタルデータに変換して演算を行なうことにより、脈拍を検出する公知
の光電式脈拍センサとして機能し、検出した脈拍の測定データを生体情報として出力する
。
【００８３】
　なお、発光素子２１と受光素子２２との物理的な配置構造については、発光素子２１で
照射した検出光が指を透過し、受光素子２２で受光されるように、発光素子２１と受光素
子２２とが対向するように配置されている透過型センサであってもよいし、又は、発光素
子２１と受光素子２２とを同方向に向け同一面に配置し、発光素子２１から指に対して照
射した検出光の反射光を受光素子２２で受光する反射型センサであってもよい。これら、
発光素子２１と受光素子２２とは、指輪型の脈拍計１を指に装着するための、指輪部分で
ある円環状の図示しない装着部の内側に、生体に密着するように配置する。
【００８４】
　電力消費制御部３は、生体の状態及び装置状態に基づいて脈拍計１の消費電力を制御す
るためのものであり、図１に示すように、生体状態判別部３０（生体状態判別手段）、装
置状態判別部３１（装置状態判別手段）、測定頻度調整部３２（測定頻度調整手段）、及
び通信状態調整部３３（通信状態調整手段）を有する構成である。
【００８５】
　生体状態判別部３０は、生体情報測定部２が測定した生体情報と、格納部４の記億部４
２にあらかじめ記憶されており、使用者（生体）の健康状態を評価するための評価用閾値
（及び該評価の精度を高めるための生体参照情報）などの生体の状態を評価するための情
報（生体評価情報）との比較に基づき、使用者（生体）の生体の状態を判別するためのも
のである。ここで、「生体の状態を判別」とは、生体情報測定部２が測定した生体情報が
、生体の正常な状態を示している値であるか否か（生体に異常が無いか）を判別すること
であり、例えば、生体の循環器系の状態を示す脈拍数や血圧・血中酸素飽和濃度などの生
体情報の、異常または異常の兆候の有無を判別することである。
【００８６】
　装置状態判別部３１は、脈拍計１のメモリ残量は少なくないか、及び電池の残量は少な
くないかなど、脈拍計１の装置の状態を把握するためのものであり、メモリ残量検出部３
４（記憶残量検出手段）、及び電池残量検出部３５（電力残量検出手段）を有する構成で
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ある。
【００８７】
　装置状態判別部３１は、メモリ残量検出部３４と電池残量検出部３５の検出結果に基づ
いて、脈拍計１の全体の動作に影響するアラーム要因などの発生状況を判別するための装
置状態判別手段として機能するものであり、本機能は電力消費制御部３の動作プログラム
によるソフトウェア処理だけで実現することも可能であるし、割込みコントラーラＩＣな
どのハードウェア機能を併用して実現してもよい。
【００８８】
　メモリ残量検出部３４は、一時記憶部４１（記憶手段）のメモリの容量と、メモリに記
憶される測定データ（生体情報）のデータ量とを管理することにより、メモリに格納可能
な残りのメモリ容量を検出するものであり、本機能は電力消費制御部３の動作プログラム
で実現することができる。
【００８９】
　このメモリ残量検出部３４により、装置状態判別部３１が、メモリ残量検部３４の検出
結果により、一時記憶部４１のメモリが残り少ないと判別した場合に、送信タイミング調
整部３６が、通信部５のデータ送信タイミングを早くしたり、測定頻度調整部３２が、生
体情報測定部２の測定頻度を遅くしたりすることができる。すなわち、脈拍計１の一時記
憶部４１のメモリ残量が不足してしまうという状況を回避させることができる。
【００９０】
　電池残量検出部３５は、電池６の出力電圧を監視して、出力電圧が所定の電圧まで低下
しているか否かを判別して電池残量を検出するものであり、例えば電圧検出用ＩＣにより
実現することができる。
【００９１】
　この電池残量検出部３５により、例えば、装置状態判別部３１が、電池残量検出部３５
の検出結果により、電池６の供給電力の残量が残り少ないと判別した場合に、送信タイミ
ング調整部３６が、通信部５のデータ送信タイミングを遅くしたり、送信電力調整部３７
が「通常の電力」よりも通信部５の送信電力を弱くしたり、測定頻度調整部３２が、生体
情報測定部２の測定頻度を遅くしたりすることができる。すなわち、脈拍計１の電池６の
供給電力の残量が不足してしまうという状況を回避させることができる。
【００９２】
　測定頻度調整部３２は、生体状態判別部３０及び装置状態判別部３１の判別結果などに
基づいて生体情報測定部２の測定頻度を適宜調整するためのものであり、これにより、電
力消費制御部３の電力消費制御機能に寄与するものである。
【００９３】
　通信状態調整部３３は、生体状態判別部３０と装置状態判別部３１との判別結果及び、
脈拍計１と外部機器７との通信状態に基づき、送信電力及び送信処理の方法などを決定し
て、通信部５に無線通信を指示するためのものであり、送信タイミング調整部３６（送信
タイミング調整手段）、送信電力調整部３７（送信電力調整手段）、通信状態検出部３８
、及び送信処理決定部３９を有する構成である。
【００９４】
　送信タイミング調整部３６は、あらかじめ定められた所定のデータ通信タイミングにな
ったか否かを判別し、通信部５のデータ通信のタイミングを調整するものであり、これに
より、電力消費制御部３の電力消費制御機能に寄与するものである。
【００９５】
　ここで、「生体情報を送信するタイミングを調整する」とは、一定の周期や一定の時刻
など、時間情報の条件に基づいてタイミングを調整する場合の他、時間情報以外の条件に
よって、タイミングを調整する場合、及び以上の複数の条件を組み合わせて、タイミング
を調整する場合などが考えられる。
【００９６】
　送信電力調整部３７は、通信部５がデータ送信する場合の送信電力の強弱などを、任意
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に調整するためのものであり、これにより、電力消費制御部３の電力消費制御機能に寄与
するものである。なお、送信電力の強弱の設定は、一般的には通信部５を構成する図示し
ないＲＦモジュールのＬＳＩ（大規模集積回路）内部のハードウェア・レジスタ設定で行
なうことができる。
【００９７】
　通信状態検出部３８は、通信部５と外部機器７との間における通信状態を検出するもの
であり、データ送信が失敗したか否か、外部機器７が通信可能状態にあるか否かなどを判
定するものである。
【００９８】
　送信処理決定部３９は、生体状態判別部３０及び装置状態判別部３１の判別結果、送信
タイミング調整部３６が決定した送信タイミング、送信電力調整部３７が決定した送信電
力、及び通信状態検出部３８が検出した脈拍計１の通信状態などを総合的に判断して、通
信部５に一時記憶部４１に記憶されている生体情報を送信する命令を出すものである。
【００９９】
　通信部５は、生体情報測定部２が測定した生体情報を、該情報を収集する外部の機器（
外部機器７）へ無線で送信するための通信手段として機能するものであり、例えば、Ｂｌ
ｕｅｔｏｏｔｈ、Ｚｉｇｂｅｅ、微弱テレメータ、又は特定小電力テレメータなどの近距
離無線方式によって実現することができる。
【０１００】
　格納部４は、一時記憶部４１と記憶部４２とからなり、生体情報測定部２及び電力消費
制御部３と様々なデータをやりとりするものである。本実施形態の脈拍計１では、一時記
憶部４１に生体情報測定部２が測定した生体情報が一時的に記憶され、記憶部４２には、
あらかじめ、後述する評価用閾値及び、生体参照情報が記憶されている例を示している。
【０１０１】
　一時記憶部４１は、生体情報測定部２から出力された生体情報である測定データを、必
要に応じて一時的に記憶させるための測定データ記憶手段として機能するものであり、例
えば、ＲＡＭ（Random Access Memory）など書換え処理が容易なメモリによって実現する
ことができる。
【０１０２】
　記憶部４２は、例えば、ＥＥＰＲＯＭ（Electrically Erasable Programmable Read-on
ly Memory）やフラッシュメモリなど、書換え可能な不揮発性メモリによって実現するこ
とにより、評価用閾値を適宜適切な値に更新・保存できることが好ましい。しかし、揮発
性メモリであるＲＡＭ（Random Access Memory）を使用して、電力消費制御部３が電源オ
ン毎にＲＡＭ（Random Access Memory）に評価用閾値を書込む構成にしてもよい。また、
評価用閾値を記憶する記憶部を電力消費制御部３の動作プログラム上に組み込んで、評価
用閾値をプログラム上の参照値として記述する構成としてもよい。
【０１０３】
　さらに、記憶部４２は、本発明の一実施形態である生体情報測定装置の使用者（生体）
の、健康に関する様々な生体参照情報を、必要に応じて記憶しておく生体参照情報記憶手
段としても機能する。なお、生体参照情報は、生体状態判別部３０の判別精度をより向上
させたい場合に必要に応じて記憶させればよく、必ずしも必要なものではない。
【０１０４】
　通信部５は、外部の機器と通信するための通信手段としての機能を有する部分である。
また、本実施の形態においては、通信部５と外部機器７とが無線通信する場合を想定して
いるが、無線通信に限る必要はなく、有線通信する構成であっても良い。
【０１０５】
　電池６は、脈拍計１への電源供給元であり、本実施形態における指輪型の脈拍計１のよ
うに、小型で常時測定を行なう生体情報測定装置においては、極力サイズが小さく、かつ
大容量であることが求められる。このため、例えば、ボタン型の１次電池により実現する
ことが好ましい。しかし、電池６としては、このような、ボタン型の１次電池に限られず
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、２次電池など、同様の機能を発揮するものであればどのような電池であっても良い。
【０１０６】
　ここで、図３及び図４に基づき、前記の評価用閾値及び生体参照情報の具体例について
説明する。まず、評価用閾値の具体例について説明する。図３（Ａ）の表は脈拍数の評価
用閾値の例であり、年齢及び性別ごとの、脈拍数の正常下限値と中央値及び正常上限値が
定義されている。例えば、年齢「１７歳」かつ性別「男」であれば、年齢「１６～２０歳
」の欄を参照して、正常な脈拍数は、正常下限値「５５回／分」、中央値「７５回／分」
、及び正常上限値「９５回／分」となる。
【０１０７】
　さらに、脈拍数以外の評価用閾値の参考例として、図３（Ｂ）に血圧の評価用閾値の例
、図３（Ｃ）に動脈血酸素飽和度の評価用閾値の例、図３（Ｄ）に体温の評価用閾値の例
を示している。これらの情報は、例えば、通信部５を介して外部機器７から適宜取り込み
、記憶部４２に記憶させる。
【０１０８】
　ここで、図３（Ｂ）の血圧の評価用閾値の例では、例えば、年齢「１７歳」かつ性別「
男」であれば、年齢「１５～６０歳」の欄を参照して、正常な血圧値は、最低血圧「６０
～９０ｍｍＨｇ」、及び最高血圧「１１０～１３０ｍｍＨｇ」となる。また、図３（Ｃ）
の動脈血酸素飽和度の評価用閾値の例では、例えば、動脈血酸素飽和度が日常環境下にお
いて「９８％」であれば正常であることになる。さらに、図３（Ｄ）に体温の評価用閾値
の例では、覚醒時の体温が「３６．６℃」であれば正常ということになる。
【０１０９】
　つぎに、生体参照情報の具体例を図４に示す。図４（Ａ）は、生体の「基本情報」の例
であり、名前、性別、年齢、及び生年月日など、生体の健康状態とは直接関係しないが、
生体固有の属性を示す情報が図１の記憶部４２に記憶されている。これらの情報は、例え
ば、通信部５を介して外部機器７から取り込み、記憶部４２に記憶させる。
【０１１０】
　図４（Ｂ）は、生体の「身体情報」の例であり、例えば、生体の身長や体重、脈拍数（
平均範囲）、最高血圧（平均値）、最低血圧（平均値）、酸素飽和度（平均値）、覚醒時
体温（平均値）、及び睡眠時体温（平均値）など、生体の身体から測定した情報に基づい
た、生体の近況の身体状態を示す情報が記憶部４２に記憶されている。
【０１１１】
　これらの情報のうち、脈拍計１では脈拍数（平均範囲）は、これまでに測定したデータ
（過去から現在までの生体の脈拍数）から演算して算出すればよく、例えば、図３（Ａ）
の評価用閾値の中央値を下回る脈拍数の平均値を下限とし、中央値を上回る脈拍数の平均
値を上限として、この下限と上限との範囲内の脈拍数を、脈拍数の平均範囲とする。これ
により、過去の経緯に基づいた生体固有の脈拍数の平均範囲を設定することができる。
【０１１２】
　なお、最高血圧（平均値）、最低血圧（平均値）、酸素飽和度（平均値）、覚醒時体温
（平均値）、睡眠時体温（平均値）など、脈拍計１以外の他の生体情報測定装置や健康機
器から得られる情報については、通信部５を介して、外部機器７から適宜取り込み、記憶
部４２に記憶させる。
【０１１３】
　また、脈拍数（平均範囲）についても、通信部５を介して、外部機器７から取込むよう
にしてもよく、例えば、生体のかかりつけの医療機関等で設定された、生体の健康状態判
別に適切な脈拍数（平均範囲）を取込むようにすれば、生体状態判別部３０による判別を
、より医療的な観点で適切に行なうことが可能となる。
【０１１４】
　図４（Ｃ）の表は、生体の「病歴・健康情報」の例であり、現在及び過去の疾病・症状
などの生体の病歴や、生体の健康状態に関する補足情報（例えば、生体のかかりつけの医
療機関等からの知見）など、生体の健康管理に関連する情報が記憶部４２に記憶されてい
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る。
【０１１５】
　以上のように、生体状態としては、血圧や脈拍などの循環器系に関する指標や、この他
歩数や加速度、体温などの物理的な指標を用いても良い。また、使用者の年齢や性別とい
った属性の分類毎に参照情報を管理して生体状態判定部３０が判定するようにすることで
、それぞれの属性の分類に適切な判断を行なうことが可能となる。
【０１１６】
　また、これらの例以外にも、使用者（生体）自身や、使用者以外（例えば、身体的に関
連性の高い、両親や祖父母・子・親類、使用者と類似の身体的特徴や体質を有する生体な
ど）の、身体や健康に関連する様々な生体参照情報を備えることにより、生体状態判別部
３０による判別を木目細かく行なうことが可能である。
【０１１７】
　なお、ここでは、生体の状態を評価するための閾値である「評価用閾値」や、「評価用
閾値」及びより正確な判別を行なうために参照される「生体参照情報」の組み合わせなど
を考えたが、生体を評価するための情報（生体評価情報）はこれらに限られず、生体の状
態を評価できる情報であれば何でも良い。
【０１１８】
　（脈拍計１の動作）
　つぎに、図１及び図２に基づき、本実施形態における脈拍計１の動作について、説明す
る。図２は、本実施の形態における脈拍計１の動作を示すフローチャートである。
【０１１９】
　図２に示すように、最初のステップであるステップ１０（以下、Ｓ１０のように記載す
る。）では、生体情報測定部２が、生体の脈拍数（生体情報）を測定する。脈拍数を測定
する頻度や回数は、例えば、図１に示す測定頻度調整部３２が制御するように構成し、１
分周期や１０分周期または１時間周期で１回測定するなど、測定用途や使用者（生体）の
設定に応じて任意のタイミングで測定すればよい。また、通信部５を介して、外部機器７
からの要求に応じて、適宜測定させることも可能である。
【０１２０】
　ここで、測定に伴う消費電力（発光素子２１の発光に必要な電力、電力消費制御部３、
及び生体情報測定部２などの動作に必要な電力）を低減することを目的として、一時記憶
部４１に記憶・蓄積されている脈拍数（生体情報）の値が、評価用閾値に対して余裕があ
る場合や、日常の脈拍数（平均範囲）の中央値付近の場合には、生体状態判別部３０は、
使用者（生体）の状態が正常な状態で安定していると判別する。この判別結果に基づいて
、測定頻度調整部３２は測定頻度を下げるようにしてもよい（例えば、通常は１０分周期
のところを、３０分周期にするなど）。
【０１２１】
　これにより、測定動作を頻繁に行なうことに伴う電池６の消耗を減らすことができる。
その結果、測定頻度調整部３２を、脈拍計１の電力消費の低減に寄与させることができる
。なお、測定頻度調整部３２が装置状態判別部３１の判別結果により、脈拍計１の装置状
態が異常であると判別した場合に、測定頻度を下げるようにしてもよい。
【０１２２】
　すなわち、測定頻度調整部３２が、生体状態判別部３０及び装置状態判別部３１の判別
結果などに基づき、測定頻度を調整するように構成しても良い。
【０１２３】
　つぎに、図２に示すＳ１１では、図１に示す一時記憶部４１に、Ｓ１０で測定した脈拍
数（生体情報）の測定データを記憶させる。一時記憶部４１に記憶・蓄積される測定デー
タは、例えば、図５（Ａ）に示すように、測定日時と測定値とを時系列順に記憶する。
【０１２４】
　なお、図５（Ａ）の例では、一定周期毎に測定した測定データを、測定日時の古い順番
から順次記憶・蓄積させているが、これに限らず、最新の測定データからさかのぼって所
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定のデータ量だけ記憶・蓄積させたり、または、測定値に変化があった分の測定データだ
けを記憶・蓄積させるなど、測定用途や使用者（生体）の設定に応じて任意の形式で記憶
・蓄積すればよい。
【０１２５】
　上記の例のうち、測定値に変化があった分の測定データだけを記憶・蓄積させる例のよ
うに、一時記憶部４１に記憶・蓄積されるデータ量をなるべく少なくすることにより、一
時記憶部４１に記憶している測定データ量が所定のデータ量（例えば、１００サンプル分
など）に達したことによる、送信動作を行うタイミングを遅らせることが可能になり、送
信動作をを頻繁に行なうことに伴う電池６の消耗を減らすことができる。
【０１２６】
　つぎに、図２に示すＳ１２では、図１に示す生体状態判別部３０が、図２に示すＳ１０
で測定した脈拍数（生体情報）の測定データと、図１に示す記憶部４２に記憶されている
評価用閾値とを比較して、脈拍数が正常な値を示しているか否か（生体に異常が無いか）
を判別する。
【０１２７】
　なお、本実施形態では、正確な判別を行なうことを目的として、記憶部４２に記憶され
ている生体参照情報を使用している。ここで、図３（Ａ）の評価用閾値と、図４（Ａ）及
び図４（Ｂ）の生体参照情報との例を用いて具体的に説明する。図３（Ａ）では年齢及び
性別ごとの、脈拍数の正常下限値、中央値、及び正常上限値が定義されている。
【０１２８】
　このように、年齢及び性別ごとに分類された木目細かい評価用閾値を有する場合には、
図４（Ａ）の「基本情報」の例に示す、「性別」や「年齢」の生体属性を併せて参照する
ことにより、より正確な評価用閾値を選択的に使用することができる。すなわち、図４（
Ａ）の例では、性別「男」及び年齢「４１歳」であることから、評価用閾値は図３（Ａ）
の「２１～５０歳」の欄を参照して、正常下限値「５０回／分」、中央値「７０回／分」
、及び正常上限値「９０回／分」となり、測定した脈拍数が「８８回／分」であったとす
ると、評価用閾値の正常範囲内であることから、「正常」（Ｙｅｓ）と判別することにな
る。
【０１２９】
　さらに、図４（Ｂ）の「身体情報」の例に示す、「脈拍数（平均範囲）」を使用しても
よい。
【０１３０】
　この場合、使用者の近況（日常）の脈拍数（平均範囲）が図４（Ｂ）に示すように、「
５５～８５回／分」の範囲であるとすると、測定した脈拍数が図３の評価用閾値の正常範
囲内である「８８回／分」であった場合でも、日常の平均範囲を上回っている事から、異
常の兆候があると認識して「異常」（Ｎｏ）と判別することが可能になり、生体に健康状
態への注意を促すことができる。
【０１３１】
　また、さらに生体参照情報として、図４（Ｃ）の「病歴・健康情報」を用いることによ
り、生体の病歴や健康状態をも考慮した判別を行なうことも可能である。例えば、測定し
た脈拍数が「８０回／分」であった場合、上述の「脈拍数（平均範囲）」を用いても「正
常」（Ｙｅｓ）と判別することになる。
【０１３２】
　しかし、この場合、図４（Ｃ）の「現在の疾病・症状」に循環器系の健康状態に起因す
る「軽症高血圧」のリスクが「大」と示されているならば、測定値が日常の平均範囲の上
限付近にある場合には、「異常」（Ｎｏ）と判別することにより、生体に健康状態への注
意を促すことができる。
【０１３３】
　なお、上述のような「軽症高血圧」のリスクが「大」と示されている場合の他、「過去
５年内の疾病・症状」が「不整脈（頻脈）」の場合や、「健康状態」に「メタボリックシ
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ンドロームの兆候あり」とある場合など、循環器系の健康状態に注意が必要な情報が示さ
れている場合にも、同様に、測定値が日常の平均範囲の上限付近にある場合には、「異常
」（Ｎｏ）と判別することにより、生体に健康状態への注意を促すことができる。
【０１３４】
　この図２に示すＳ１２での判別は、上述のように、生体参照情報を用いることによって
、生体の属性や近況の身体状態、及び生体の病歴や健康状態とそのリスク等に応じて、適
切な判別を行えば良い。
【０１３５】
　つぎに、上述のように、測定した脈拍数が評価用閾値においては正常な場合でも、個人
の病歴などにより「異常」（Ｎｏ）と判別する場合とは逆に、生体が過去から現在まで極
めて健康な状態を示しており、多少の身体的負荷が単発的に生じても問題がない場合を考
える。
【０１３６】
　この場合、測定した脈拍数が評価用閾値や使用者の日常の脈拍数（平均範囲）を上回っ
ていても、判別値を引き上げて（例えば、上限値＋１０回／分まで）、「正常」（Ｙｅｓ
）と判別するようにする。
【０１３７】
　これにより、本来ならば、緊急性を要するとされる通信の発生も必要に応じて抑制する
ことができるので、通信に要する消費電力の低減、及び生体への必要以上に過敏な通知を
低減することができる。また、このような生体参照情報を外部機器７から適宜読み込ませ
ることができるようにすることで、生体の個性に応じた生体情報測定装置の提供が可能と
なる。
【０１３８】
　つぎに、図２に示すように、Ｓ１２での判別結果が、「Ｙｅｓ」（すなわち正常）の場
合にはＳ１３に進む。具体的には、図１に示す生体状態判別部３０が、生体情報の判別結
果（正常）を、通信状態調整部３３の送信タイミング調整部３６に通知する。本実施の形
態においては、送信タイミング調整部３６に通知するようにしているが、通知先はこれに
限られず、必要に応じて適宜決定すれば良い。
【０１３９】
　例えば、生体状態判別部３０が送信処理決定部３９に判別結果を通知し、送信処理決定
部３９が送信タイミング調整部３６にデータ送信タイミングの状態にあるか否かを判別す
るよう指令を出すという構成にしてもよい。
【０１４０】
　なお、送信タイミング調整部３６に通知する判別結果として、単に「正常」を通知する
だけではなく、さらに、その判別レベルを示す情報も付加して通知することにより、後述
するＳ１３における、送信タイミング調整部３６による判別処理を、さらに適切に行うこ
とが可能である。例えば、測定した脈拍数の値が正常範囲ではあるが、日常の脈拍数の平
均範囲（上述した生体参照情報の「身体情報」）の最高値に近い場合には、使用者（生体
）に早めに注意を促すために、生体状態判別部３０は、判別レベルとして「マージン小」
を通知する。
【０１４１】
　ここで、「マージン小」とは、生体の状態は異常状態ではないが、異常状態に近いこと
を意味する。また、「マージン小」か否かは、例えば、脈拍数であれば、異常状態におけ
る脈拍数の近くに評価用閾値とは別の脈拍数の閾値を設定し、これを超えているか否かな
どで判別すればよい。
【０１４２】
　また、図１の一時記憶部４１に記憶・蓄積されている脈拍数（生体情報）データの値が
、評価用閾値に対して余裕がある場合や、日常の脈拍数（平均範囲）の中央値付近の場合
には、生体状態判別部３０は、使用者（生体）の状態が正常な状態で安定していると判別
して、判別レベルとして「マージン大」を通知する。
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【０１４３】
　ここで、「マージン大」とは、生体の状態が、異常状態から充分に離れた状態にあるこ
とを意味する。また、「マージン大」か否かは、例えば、上記の脈拍数の例であれば、日
常の脈拍数（平均範囲）の中央値付近に、評価用閾値とは別の閾値として上限値及び下限
値を設定し、所定の期間内において、常に、この上限値及び下限値の範囲内にあるか否か
などで判別すればよい。
【０１４４】
　上記の判別レベルの表現は一例であり、これらの例以外にも、例えば、測定値と評価用
閾値との差を示す数値（例えば、“下限値＋５”や、“上限値－１０”など）を用いるな
ど、送信タイミング調整部３６の判別内容に合わせて、適切な判別レベルを示す情報を通
知すればよい。
【０１４５】
　一方、図２に示す、Ｓ１２での判別結果が、「Ｎｏ」（すなわち異常）の場合にはＳ１
６に進む。具体的には、図１に示す、生体状態判別部３０が送信処理決定部３９に判別結
果（異常）を通知することにより、送信処理決定部３９が、装置状態判別部３１に電池残
量の判別結果を送信するよう命令する。
【０１４６】
　図２に示す、Ｓ１３では、図１に示す送信タイミング調整部３６が、所定のデータ通信
タイミングになったか否かを判別する。所定のデータ通信タイミングとは、具体的には、
一定の周期（例えば１５分周期）や一定の時刻（例えば午前０時と午後０時）などの時間
情報を、脈拍計１に内蔵する図示しないタイマや時計により監視して判別する。
【０１４７】
　その他の例としては、測定頻度が不規則な場合などに、一時記憶部４１に記憶している
測定データ量が所定のデータ量（例えば、１００サンプル分など）に達した場合や、メモ
リ残量検出部３４が、一時記憶部４１のメモリ残量が所定の容量以下になったことを検出
した場合など、時間情報以外の条件によって、所定のデータ通信タイミングに達したか否
かを判別してもよい。
【０１４８】
　また、その他の時間情報以外の条件として、生体状態判別部３０から通知された判別レ
ベルを用いてもよい。例えば、図２に示すＳ１０で測定した脈拍数の値が正常範囲ではあ
るが、日常の脈拍数の平均範囲（上述した生体参照情報の「身体情報」）の最高値に近い
場合には、判別レベルとして「マージン小」が通知されるように構成することにより、送
信タイミング調整部３６は、生体に早めに注意を促すために、データ通信タイミングと判
別することができる。
【０１４９】
　ここで、所定のデータ送信タイミングについて更に補足すると、図２に示すＳ１２にお
ける測定データの判定結果が正常（生体に異常無し）であった場合、すぐにデータを送信
する必要性が無い。このため、無線通信を頻繁に行なうことに伴う電池の消耗の低減を目
的として、測定データをできるだけ蓄積しておき、特定のデータ送信タイミングでまとめ
て送信できるように、送信タイミング調整部３６が調整するデータ通信タイミングを適切
なタイミングに設定することが好ましい。
【０１５０】
　このように通信に要する消費電力の低減を行なうために、上述の「一定の周期」や「一
定の時刻」を所定のデータ通信タイミングとしている場合でも、生体状態判別部３０から
通知された判別レベルを用いることにより、例えば、図１の一時記憶部４１に記憶・蓄積
されている脈拍数（生体情報）データの値が、評価用閾値に対して余裕がある場合や、日
常の脈拍数（平均範囲）の中央値付近の場合など、使用者（生体）の状態が正常な状態で
安定していると判別できる場合には、判別レベルとして「マージン大」が通知されるよう
に構成することにより、送信タイミング調整部３６は、「一定の周期」や「一定の時刻」
になった際にも「Ｎｏ」（すなわちデータ通信タイミングでない）と判別して、一時記憶
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部４１のメモリ残量がある限りは、測定データを蓄積して通信頻度を少なくすることがで
きる。以上のように、複数の条件を組み合わせて、送信タイミング調整部３６が、所定の
データ送信タイミングに達したか否かを判別するように構成しても良い。
【０１５１】
　図２に示す、Ｓ１３での判別結果が、「Ｙｅｓ」（すなわち所定のデータ通信タイミン
グに達した）の場合にはＳ１４に進む。具体的には、送信タイミング調整部３６が、デー
タ通信タイミングであることを送信処理決定部３９に通知する。一方、「Ｎｏ」（すなわ
ちデータ通信タイミングでない）の場合にはＳ１０に戻る。具体的には、最初の状態（脈
拍を測定するステップ）に戻ることになる。
【０１５２】
　Ｓ１４では、図１の送信処理決定部３９が、送信タイミング調整部３６から送信タイミ
ングである旨の通知を受けると、装置状態判別部３１にメモリ残量の判別結果を送信する
よう命令する。つぎに、該命令をうけた装置状態判別部３１は、メモリ残量検出部３４が
検出した一時記憶部４１のメモリ残量が所定の容量以下であるか否かを判別し、その結果
を送信処理決定部３９に通知する。
【０１５３】
　つぎに、図２に示すＳ１４での判別結果が、「Ｎｏ」（すなわちメモリ残量が所定の容
量以上）の場合にはＳ１５に進む。具体的には、図１に示す、送信処理決定部３９が、送
信電力調整部３７に、送信電力を決定するよう命令する。
【０１５４】
　一方、図２に示す、Ｓ１４での判別結果が、「Ｙｅｓ」（すなわちメモリ残量が所定の
容量以下）の場合にはＳ１６に進む。具体的には、図１に示す、送信処理決定部３９が、
装置状態判別部３１に電池残量の判別結果を送信するよう命令する。
【０１５５】
　図２に示す、Ｓ１５は、緊急性を必要としない通常の送信処理ステップであり、Ｓ１１
で一時記憶部４１に一時的に記憶され、所定のデータ送信タイミングまでに蓄積された脈
拍数（生体情報）の測定データを、送信処理決定部３９が通信部５を介して外部機器７に
送信する。このとき、送信処理決定部３９は、送信電力調整部３７が決定した電力に従い
、送信電力を弱めて送信するよう通信部５に命令する。
【０１５６】
　ここでの「送信電力を弱めて」とは、後述するように、図２に示すＳ１７及びＳ１８に
おける送信電力と比較して、相対的に「弱い」ことを意味しており、脈拍計１（生体情報
測定装置）と外部機器７との物理的距離において、通常の使用状態において想定される、
通信可能な最小限の送信電力又はそれに近い送信電力である。本実施形態の脈拍計１を生
体（人体）が指に装着し、外部機器７（データ収集装置）として普段生体が持ち歩いてい
る携帯型電話機へ測定データを送信する場合であれば、例えば、見通しの通信距離１～２
ｍ程度を確保できる送信電力に調整する。　なお、この例の他、例えば、「通常の電力」
を、脈拍計１と外部機器７との、通常の使用状態において想定される物理的距離（最大限
と想定できる距離、及び最小限と想定できる距離）において、通信可能な最大限の送信電
力と最小限の送信電力との間の送信電力であると定義してもよい。この場合には、「送信
電力を弱めて」とは、この「通常の電力」の最小またはそれに近い送信電力とすればよい
。
【０１５７】
　なお、「最小に近い」送信電力とは、最大の送信電力と最小の送信電力との平均値より
も最小の送信電力に近い送信電力のことである。
【０１５８】
　すなわち、送信電力の設定値は、実際の生体情報測定装置と外部機器の使用条件（通常
の使用状態を想定した物理的距離や装着・設置・収納状態など）や、アンテナ特性、さら
には、生体情報測定装置と外部機器との間における通信信頼性の要求仕様（通信の確実性
）などを考慮して必要最小限又はそれに近い送信電力に設定すればよい。
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【０１５９】
　なお、測定データの送信に失敗した場合（例えば、外部機器７からの受信完了の応答を
受信出来ない等）の処理については、脈拍計１と外部機器７との間の通信仕様（例えば、
上位アプリケーション層の通信プロトコル仕様）や、通信部５の通信方式（例えば、Ｂｌ
ｕｅｔｏｏｔｈ）で実装されている仕様（例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈプロトコルスタッ
クでの再送処理など）に基づいて、再送／非再送など、任意の処理を行なえば良い。
【０１６０】
　しかし、通信の再送処理を行なった場合、通信に伴う電力消費により電池が余計に消耗
してしまうことから、特に緊急性が要求されない場合には、今回の特定の送信タイミング
では直ぐには再送せずに、次回の送信タイミングで今回分及び次回分の測定データを合わ
せて送信したほうが一般的に低消費電力の観点では有利である。
【０１６１】
　このため、本実施形態では、測定データの送信に失敗した場合には、その結果を通信状
態検出部３８が検出して、送信処理決定部３９に通知し、該通知を受けた送信処理決定部
３９は、一時記憶部４１に記憶されている測定データをそのまま保持して、送信タイミン
グ調整部３６の決定にしたがい、次回の送信タイミングで送信するようにしている。
【０１６２】
　図６（Ａ）は、図５（Ａ）の正常時の測定データを、脈拍計１が送信電力を弱めて送信
し、図１に示す、外部機器７が正常に受信した場合に、外部機器７の画面に測定データを
表示する生体提示の例である。この提示例では、画面左下の「確認」を生体が選択すると
、表示を終了して外部機器７は測定データを自器内に保存し、画面右下の「転送」を生体
が選択すると、外部機器７は測定データを更に上位のサーバ等、所定の送信先に転送する
ようにしている。
【０１６３】
　図２に示すＳ１５の処理を行なった後はＳ１０に戻る。具体的には上記と同様に最初の
状態に戻ることになる。Ｓ１６では、図１に示す、装置状態判別部３１が、電池残量検出
部３５の検出した電池６の残量が所定の容量以下であるか否かを判別する。
【０１６４】
　図２に示すＳ１６での判別結果が、「Ｎｏ」（すなわち電池残量が所定の容量以上）の
場合にはＳ１７に進む。具体的には、図１に示す、装置状態判別部３１の判別結果（電池
残量有）が送信処理決定部３９に通知される。一方、「Ｙｅｓ」（すなわち電池残量が所
定の容量以下）の場合にはＳ１８に進む。具体的には、図１に示す、装置状態判別部３１
の判別結果（電池残量無）が送信処理決定部３９に通知される。
【０１６５】
　図２に示すＳ１７は、電池残量が所定の容量以上で、緊急性を要する場合の送信処理ス
テップであり、Ｓ１１で図１に示す、一時記憶部４１に一時的に記憶され、蓄積された脈
拍数（生体情報）の測定データを、送信処理決定部３９が通信部５を介して外部機器７に
送信する。
【０１６６】
　このとき、送信処理決定部３９は、送信電力調整部３７に送信電力を決定するよう命令
し、送信処理決定部３９は、送信電力調整部３７の決定にしたがい、送信電力を強めて生
体情報を送信する。
【０１６７】
　ここでの「送信電力を強めて」とは、上述した図２に示す、Ｓ１５及び後述するＳ１８
における送信電力と比較して、相対的に「強い」ことを意味している。すなわち、脈拍計
１（生体情報測定装置）と外部機器７との物理的な距離が、通信可能な最大距離（例えば
、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈクラス３機器なら見通し１０ｍ程度）の範囲内で、最長もしくは最
長近辺の距離を想定した場合の送信電力である。
【０１６８】
　本実施形態の脈拍計１を生体（人体）が指に装着し、外部機器７（データ収集装置）と
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して生体身辺にある携帯型電話機へ測定データを送信する場合であれば、例えば、一般的
な家屋の部屋内での通信を想定して、見通しの通信距離５～１０ｍ程度を確保できる送信
電力に調整する。なお、この例の他、例えば、「通常の電力」を、生体情報測定装置と外
部の機器との、通常の使用状態において想定される物理的距離（最大限と想定できる距離
、及び最小限と想定できる距離）において、通信可能な最大限の送信電力と最小限の送信
電力との間の送信電力であると定義してもよい。この場合には、「送信電力を強めて」と
は、この「通常の電力」の最大またはそれに近い送信電力とすればよい。
【０１６９】
　なお、ここで「最大に近い」送信電力とは、最大の送信電力と最小の送信電力との平均
値よりも最大の送信電力に近い送信電力のことである。
すなわち、送信電力の設定値は、実際の生体情報測定装置と外部機器との使用条件（通常
の使用状態を想定した物理的距離、装着、設置、及び収納状態など）や、アンテナ特性、
さらには、生体情報測定装置と外部機器との間における通信信頼性の要求仕様（通信の確
実性）などを考慮して、必要最小限の範囲で（極力、電力消費を抑えるため）強めの送信
電力に設定すればよい。
【０１７０】
　なお、測定データの送信に失敗した場合（例えば、外部機器７からの受信完了の応答を
受信出来ない等）の処理については、脈拍計１と外部機器７との間の通信仕様（例えば、
上位アプリケーション層の通信プロトコル仕様）や、通信部５の通信方式（例えば、Ｂｌ
ｕｅｔｏｏｔｈ）で実装されている仕様（例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈプロトコルスタッ
クでの再送処理など）に基づいて、再送／非再送など、任意の処理を行なってもよい。
【０１７１】
　しかし、図２に示すＳ１７で送信電力を強めて送信している目的は、緊急性を要する送
信を、できるだけ確実かつ速やかに行なうことである。このため、本実施の形態では、測
定データの送信に失敗した場合には、図１に示す、通信状態検出部３８が該送信失敗を検
出し、送信処理決定部３９に通知する。
【０１７２】
　該通知を受けた送信処理決定部３９は、送信電力調整部３７の決定にしたがい、送信電
力を強めたままの状態で、通信部５を介して外部機器７に測定データを再度送信する。所
定の再送処理を行なっても送信できない場合は、例えば、脈拍計１に表示や音で生体に報
知する図示しない報知部を備える場合には、生体に報知する構成としてもよい。
【０１７３】
　図６（Ｂ）は、図５（Ｂ）の異常時の測定データを、脈拍計１が送信電力を強めて送信
し、外部機器７が正常に受信した場合に、外部機器７の画面に表示して生体に注意喚起さ
せる生体提示例である。
【０１７４】
　この提示例では、画面左下の「確認」を生体が選択すると、表示を終了して外部機器７
は測定データを自機器内に保存する。また、画面右下の「緊急連絡」を生体が選択した場
合は、外部機器７は測定データを更に上位のサーバ等、所定の送信先に転送する。その他
、予め外部機器７に設定されている所定の緊急連絡先（家族や医療・サービス機関など）
に電話連絡やメール送信などの緊急連絡を行なうようにしている（上位サーバ等が所定の
緊急連絡先に緊急連絡を行なってもよい）。
【０１７５】
　図２に示す、Ｓ１７の処理を行なった後はＳ１０に戻る。具体的には上記と同様に最初
の状態に戻ることになる。Ｓ１８は、緊急性を要するが電池残量が少ない場合の初期ステ
ップであり、図１に示す、外部機器７に対して、測定データを送信したいことを通知する
ための「送信要求コマンド」（通信要求）を、送信処理決定部３９が通信部５を介して外
部機器７に送信する。
【０１７６】
　このとき、送信処理決定部３９は、送信電力調整部３７に送信電力を決定するよう命令
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し、送信処理決定部３９は、送信電力調整部３７の決定にしたがい、送信電力を強めて送
信するよう通信部５に指示する。通信部５は、送信処理決定部３９の指示にしたがい、送
信電力を強めて、「送信要求コマンド」を送信する。ここでの「送信電力を強めて」は、
上述した図２に示すＳ１７と同様であるので説明は省略する。
【０１７７】
　また、「送信要求コマンド」の送信に失敗した場合（例えば、外部機器７からの受信完
了の応答を受信出来ない等）の処理についても、上述したＳ１７と同様に、送信処理決定
部３９は、送信電力を強めたままの状態で、通信部５を介して外部機器７に送信要求コマ
ンドを再度送信する。所定の再送処理を行なっても送信できない場合も、上述のＳ１７と
同様に生体に報知することが望ましい。
【０１７８】
　図２に示すＳ１９は、Ｓ１８で送信した「送信要求コマンド」によって、送信可能な状
態となったことを検出するステップであり、このステップの実現方法は様々な方法が考え
られるので、ここでは代表的な例を挙げて説明する。
【０１７９】
　例えば、「送信要求コマンド」を受信した図１に示す、外部機器７が、生体に測定デー
タの受信を行なわせるように通知することにより（例えば、外部機器７の画面への表示、
音、及び振動による報知など）、生体が測定データの通信（受信）が必要であることを認
識する。
【０１８０】
　その後、生体が外部機器７を脈拍計１に充分に近づけてから、外部機器７に通信開始を
指示する操作を行なう。この操作で、外部機器７から「送信許可コマンド」（通信許可）
を通信状態検出部３８が受信するように脈拍計１を構成する。これにより、通信状態検出
部３８が通信部５を介して外部機器７から「送信許可コマンド」を受信することにより、
送信可能な状態となったことを検出する。
【０１８１】
　その他の方法として、脈拍計１に生体からの指示をボタン操作などで入力する図示しな
い入力部を備える場合には、上述の例のように、外部機器７が生体に通知して測定データ
の通信が必要であることを認識させる。
【０１８２】
　これにより、生体が外部機器７を脈拍計１に充分に近づけてから、脈拍計１の入力部を
操作して通信開始を指示することにより、通信状態検出部３８が、送信可能な状態となっ
たことを検出する構成としてもよい。
【０１８３】
　上記の２つの例は、いずれも生体による通信開始操作が必ず介在する例であったが、生
体による操作を介在させない方法もある。例えば、まず、外部機器７が、「送信要求コマ
ンド」を受信したときの受信感度を検出する。これにより、脈拍計１が送信電力「弱」で
送信しても受信できることを自動的に認識した場合には、外部機器７が「送信許可コマン
ド」を自動的に送信するように構成する。これにより、通信状態検出部３８が通信部５を
介して外部機器７から「送信許可コマンド」を受信することにより、送信可能な状態とな
ったことを検出することができる。
【０１８４】
　図２に示す、Ｓ２０は、電池残量が所定の容量以下で、緊急性を要する場合の送信処理
ステップであり、Ｓ１１で図１に示す、一時記憶部４１に一時的に記憶され、蓄積された
脈拍数（生体情報）の測定データを、送信処理決定部３９が通信部５を介して外部機器７
に送信する。
【０１８５】
　このとき、図１に示す、送信処理決定部３９は、送信電力調整部３７に送信電力を決定
するよう命令を出し、送信処理決定部３９は、送信電力調整部３７の決定にしたがい、送
信電力を弱めて送信するよう通信部５に指示する。ここでの「送信電力を弱めて」とは、
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上述した図２に示すＳ１５と同様であるので説明は省略する。
【０１８６】
　なお、測定データの送信に失敗した場合の処理については、図１の送信処理決定部３９
は、送信電力を弱めたままの状態で、通信部５を介して外部機器７に送信データを再度送
信する。
【０１８７】
　所定の再送処理を行なっても送信できない場合、上述の図２に示す、Ｓ１７と同様に生
体に報知することが望ましい。Ｓ２０の処理を行なった後はＳ１０に戻る。具体的には上
記と同様に最初の状態に戻ることになる。
【０１８８】
　以上の処理を繰り返し行なうことにより、生体（人体）が指に装着している脈拍計１が
、通常は所定のタイミング毎に測定データ（脈拍数）を外部機器７（データ収集装置、例
えば携帯型電話機）へ送信電力を弱めて送信する。
【０１８９】
　また、測定データに異常がある場合、及びメモリ残量が残り少ない場合など、緊急性を
要する状態を検出した場合には、直ちに送信電力を強めて測定データを送信する。さらに
、緊急性を要するが、電池残量が少ない場合には、送信要求のみを送信電力を強めて送信
して、測定データは送信電力を弱めて送信することができる。
【０１９０】
　図７の（Ａ）部分～図７の（Ｃ）部分は、メモリ残量が所定の容量以下と判別され、か
つ、電池６の残量が所定の容量以下と判別された場合の生体の操作例を示す概念図である
。図７の（Ａ）部分では、脈拍計１が「送信要求コマンド」を、送信電力を強めて送信し
、図７の（Ｂ）部分では、外部機器７が正常に受信した場合に、外部機器７の画面に表示
して、生体に測定データの受信操作を促す例である。
【０１９１】
　この例では、図７（Ｂ）の部分で、画面下の「受信開始」を生体が選択することにより
、外部機器７は測定データの受信処理を開始するようにしている。このため、生体は「受
信開始」の操作を開始する前に、脈拍計１の送信電力が弱くても受信できる距離まで、外
部機器７を脈拍計１に近づける。図７（Ｃ）の部分は、生体が外部機器７を脈拍計１に近
づけてから、「受信開始」の操作を行なうことにより、脈拍計１が測定データを、送信電
力を弱めて送信する例である。
【０１９２】
　以上のように、本実施の形態の生体情報測定装置は、生体に異常がない状態の時は、測
定頻度を下げたり、測定データをメモリに蓄積して、無線通信の頻度（回数）をできるだ
け少なくする。また、所定のタイミングで測定データを外部機器（データ収集装置）へ送
信する際には、送信電力を弱めて送信することにより、電力の消費を極力抑える。それゆ
え、電池の容量に関する装置の小型・軽量化及び電池の寿命の改善を図ることができると
いう効果を奏する。
【０１９３】
　また、測定データに異常がある場合や、メモリ残量が残り少ない場合など、緊急性を要
する状態を検出した場合には、直ちに送信電力を強めて測定データを送信する。これによ
り、速やかに、かつ、無線通信の信頼性をできるだけ高めて測定データの送信を行なうこ
とができるという効果を奏する。
【０１９４】
　また、送信要求のみを送信電力を強めて送信して、測定データは送信電力を弱めて送信
する。これにより、電池残量が残り少ない状態でも、電力消費を抑えつつ、速やかに、測
定データの送信を行なうことができるという効果を奏する。さらに、測定データに異常が
ある場合や、メモリ残量が残り少ない場合など、緊急性を要するが、電池残量が少ない場
合にのみ、送信要求のみを送信電力を強めて送信して、測定データは送信電力を弱めて送
信するようにしても良い。
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【０１９５】
　本実施の形態においては、人体の指に装着する指輪型の脈拍計１の場合の例を示したが
、例えば、酸素飽和度計や血圧計、心電計、体温計、歩数計、及び加速度や角速度等によ
り身体活動を計測する機器など、生体の各部に装着して生体情報を測定して、無線又は有
線通信で送信するための各種の生体情報測定装置も本発明の技術的範囲に含まれる。また
、前記測定対象は人体に限定されず、ヒト以外の生物であってもよい。
【０１９６】
　本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の
変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて
得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【０１９７】
　なお、前記の説明において、送信先となる外部機器７として、携帯型電話機を例として
いるが、これに限らず、例えば、家庭内や職場・公共施設などに設置されたデータ収集装
置（例えば、無線アクセス・ポイントや、無線ＬＡＮ（ローカル・エリア・ネットワーク
）付ＰＣ（パーソナル・コンピュータ）、その他の無線ゲートウェイ装置等）など、様々
なデータ収集装置に適用することができる。
【０１９８】
　最後に、脈拍計１の各ブロック、特に、電力消費制御部３は、ハードウェアロジックに
よって構成してもよいし、次のようにＣＰＵを用いてソフトウェアによって実現してもよ
い。
【０１９９】
　すなわち、脈拍計１は、各機能を実現する制御プログラムの命令を実行するＣＰＵ（Ce
ntral Processing Unit）、前記プログラムを格納したＲＯＭ（Read Only Memory）、前
記プログラムを展開するＲＡＭ（Random Access Memory）、前記プログラム及び各種デー
タを格納するメモリ等の記憶装置（記録媒体）などを備えている。そして、本発明の目的
は、上述した機能を実現するソフトウェアである脈拍計１の制御プログラムのプログラム
コード（実行形式プログラム、中間コードプログラム、ソースプログラム）をコンピュー
タで読み取り可能に記録した記録媒体を、脈拍計１に供給し、そのコンピュータ（または
ＣＰＵ（Central Processing Unit）やＭＰＵ（Micro Processing Unit））が記録媒体に
記録されているプログラムコードを読み出し実行することによっても、達成可能である。
【０２００】
　前記記録媒体としては、例えば、磁気テープやカセットテープ等のテープ系、フロッピ
ー（登録商標）ディスク／ハードディスク等の磁気ディスクやコンパクトディスク－ＲＯ
Ｍ／ＭＯ／ＭＤ／デジタルビデオデイスク／コンパクトディスク－Ｒ等の光ディスクを含
むディスク系、ＩＣカード（メモリカードを含む）／光カード等のカード系、あるいはマ
スクＲＯＭ／ＥＰＲＯＭ／ＥＥＰＲＯＭ／フラッシュＲＯＭ等の半導体メモリ系などを用
いることができる。
【０２０１】
　また、脈拍計１を通信ネットワークと接続可能に構成し、前記プログラムコードを通信
ネットワークを介して供給してもよい。この通信ネットワークとしては、特に限定されず
、例えば、インターネット、イントラネット、エキストラネット、ＬＡＮ、ＩＳＤＮ、Ｖ
ＡＮ、ＣＡＴＶ通信網、仮想専用網（ｖｉｒｔｕａｌ　ｐｒｉｖａｔｅ　ｎｅｔｗｏｒｋ
）、電話回線網、移動体通信網、衛星通信網等が利用可能である。また、通信ネットワー
クを構成する伝送媒体としては、特に限定されず、例えば、ＩＥＥＥ１３９４、ＵＳＢ、
電力線搬送、ケーブルＴＶ回線、電話線、ＡＤＳＬ回線等の有線でも、ＩｒＤＡやリモコ
ンのような赤外線、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、８０２．１１無線、ＨＤＲ、携帯電話網、衛星
回線、地上波デジタル網等の無線でも利用可能である。なお、本発明は、前記プログラム
コードが電子的な伝送で具現化された、搬送波に埋め込まれたコンピュータデータ信号の
形態でも実現され得る。
【産業上の利用可能性】
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【０２０２】
　本発明は、脈拍計、酸素飽和度計、血圧計、心電計、体温計、歩数計、及び加速度や角
速度等により身体活動を計測する機器など、生体情報を測定して無線又は有線通信で送信
する測定機器一般に広く適用できる。また、本発明は、病院等における医療用機器として
用いることもできる。さらに、本発明は、インターネットを介した健康管理システムなど
にも幅広く適用できる。
【図面の簡単な説明】
【０２０３】
【図１】本発明における生体情報測定装置の実施の一形態を示す機能ブロック図である。
【図２】前記生体情報測定装置の動作を示すフローチャートである。
【図３】（Ａ）は前記生体情報測定装置に用いられる脈拍数の評価用閾値の例を示す表図
であり、（Ｂ）は血圧の評価用閾値の例を示す表図であり、（Ｃ）は動脈血酸素飽和度の
評価用閾値の例を示す表図であり、（Ｄ）は体温の評価用閾値の例を示す表図ある。
【図４】（Ａ）は前記生体情報測定装置に用いられる基本情報の生態参照情報の例を示す
表図であり、（Ｂ）は身体情報の生態参照情報の例を示す表図であり、（Ｃ）は病歴・健
康情報の生態参照情報の例を示す表図である。
【図５】（Ａ）は前記生体情報測定装置によって測定された正常時の測定値の例を示す表
図であり、（Ｂ）は異常時の測定値の例を示す表図である。
【図６】（Ａ）は前記生体情報測定装置による測定データが正常な時の生体提示の例を示
す概念図であり、（Ｂ）は測定データが異常な時の生体提示の例を示す概念図である。
【図７】前記生体情報測定装置の生体操作の例を示す概念図である。
【図８】従来の生体内植え込み無線中継システムの構成を示す概略図である。
【図９】従来の健康管理システムの構成を示す概略図である。
【符号の説明】
【０２０４】
　　１　脈拍計（生体情報測定装置）
　　２　生体情報測定部（測定手段）
　　３　電力消費制御部（電力消費制御手段）
　　４　格納部
　　５　通信部（通信手段）
　　６　電池（電源）
　　７　外部機器（外部の機器）
　２１　発光素子
　２２　受光素子
　３０　生体状態判別部（生体状態判別手段）
　３１　装置状態判別部（装置状態判別手段）
　３２　測定頻度調整部（測定頻度調整手段）
　３３　通信状態調整部（通信状態調整手段）
　３４　メモリ残量検出部（記憶残量検出手段）
　３５　電池残量検出部（電力残量検出手段）
　３６　送信タイミング調整部（送信タイミング調整手段）
　３７　送信電力調整部（送信電力調整手段）
　３８　通信状態検出部
　３９　送信処理決定部
　４１　一時記憶部（記憶手段）
　４２　記憶部
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